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２　管理運営費（南部学校給食センター給食運送委託契約）
　①一者随意契約と予定価格の設計について
　　委託業務の予定価格について、市の積算資料は業者の参考見積書金額
を配送車両と項目ごとにまとめた表として紙面1枚であった。予定価格は
業者見積額と同額で設計され、平成30年度以降、継続して落札率は
100%であった。

＜今後留意すべき点＞
　参考見積を徴取する場合には、原則として複数の業者から徴取するとと
もに、参考見積をもとに予定価格を設計する場合には、独自に検証するこ
とができる項目がないか複数の業者の見積書や取引実例の比較等を行
い、より適正な予定価格の設計に努めることが望ましい。
　市の予定価格の積算資料は、市が見積書を基にどのように検証し、予定
価格の設計を行ったのか記録を残すべきである。予定価格積算の考え方、
客観性についてどのように説明責任を果たせるのかについて再度検討い
ただきたい。

対象部局等
教育委員会
教育施設管理課

現行の対応を継続す
る理由

令和７年７月１４日現在

（現行の対応が適当であると判断したもの）
包括外部監査の結果に係る検討報告書

様式３

意見の内容

　令和７年度より見直しを図るため、複数の業者から参考見積を徴取し、

比較検討を行ったうえで予定価格を積算できるよう検討してまいりました

が、配送車両は各給食センター専用に改造された車両であることなどか

ら、毎年、同条件で複数の業者から参考見積を徴取することは困難であり

ます。このことから、現在使用している車両が更新される令和１２年頃（車

両購入から１５年後想定）に複数の業者から参考見積を徴取し、適正な執

行に努めてまいります。
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２　管理運営費（南部学校給食センター給食運送委託契約）
　③仕様書の記載内容について
　　当該委託業務の仕様書について、必要とされる情報が大幅に欠落して
いる。現在の仕様書の内容では、仕様書として役割を果たしているとは言
い難い。

＜今後対応すべき点＞
　仕様書の本来の趣旨、目的を再度認識し、予定価格の設計の適正化とい
う観点からも適切な仕様書を提示する必要がある。

対象部局等
教育委員会
教育施設管理課

講じた措置の内容

令和７年７月１４日現在

包括外部監査の結果に係る措置通知書

様式１

指摘等の内容

〔当該事項が発生した原因〕

　給食配送業務は毎年基本的な委託内容業務に大幅な変更が無いため契

約年数が長期化することにより仕様書が簡素化したと考えられます。

〔措置した内容と時期〕

　他市の配送業務の仕様書等も参考にしながら、基本的な記載事項を各給

食センター統一することで、適切な仕様書の記載内容に令和７年度より見

直しを図りました。
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２　管理運営費（南部学校給食センター給食運送委託契約）
　④契約条項の記載漏れついて
　　当該業務委託契約書を確認したところ、契約保証金について記載がな
く、契約条項の記載漏れがあった。

＜今後対応すべき点＞
　福島市財務規則において、「契約保証金に関する定め」につき、契約書に
記載するものとされており、規則を遵守して事務手続の運用をすべきであ
る。

対象部局等
教育委員会
教育施設管理課

講じた措置の内容

令和７年７月１４日現在

包括外部監査の結果に係る措置通知書

様式１

指摘等の内容

〔当該事項が発生した原因〕

　発注課で独自に作成した契約書様式を使用したことにより契約条項の記

載漏れが発生したと考えられます。

〔措置した内容と時期〕

　契約担当部署と協議し、福島市財務規則を遵守した契約書となるよう令

和７年度より修正いたしました。
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３　学校給食費
　①１食あたり食材費の算定検討資料と公表について
　　客観的に1食あたりの食材費が適正であるか判断できない状況であっ
た。福島市学校給食センター運営委員会においても、改定額の算定検討内
容までは踏み込んでおらず、改定単価報告のみであった。
　また、福島市における学校給食費の単価に関する情報公表内容について
も説明責任が果たされているとは言い難い。

＜今後対応すべき点＞
　１食あたり食材費の算定検討資料の作成と資料の管理状況の再確認、同
時に算定検討した過程の公表による市の説明責任のあり方ついて、改め
て検討する必要がある。

対象部局等
教育委員会
教育施設管理課

講じた措置の内容

令和７年７月１４日現在

包括外部監査の結果に係る措置通知書

様式１

指摘等の内容

〔当該事項が発生した原因〕

　食材費については、急激な食材価格の高騰に対応するため年度途中に

おいて緊急に対応したため、福島市学校給食センター運営委員会では単

価改定について事後報告となりました。

〔措置した内容と時期〕

　令和７年度、食材費改定にあたり、１食あたりの食材費改定の経緯、算出

根拠等について、福島市学校給食センター運営委員会において説明する

とともに、１食あたりの食材費単価の内訳について、市ホームページで公

表し、見直しを図りました。
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１　杉妻小学校
　③備品の管理について
　　給食室で使用されている食器消毒器に備品を特定する標識が貼られ
ていなかった。

＜今後対応すべき点＞
　備品は市の財産であり標識は貼付することとなっているが、主に給食室
で使用する備品については、通常の標識は適さないことから、他の適当な
方法により標識の貼付を徹底する必要がある。

対象部局等
教育委員会
教育施設管理課

講じた措置の内容

令和７年７月１４日現在

包括外部監査の結果に係る措置通知書

様式１

指摘等の内容

〔当該事項が発生した原因〕

　異物混入防止の観点から調理機器に直接標識を貼り付けない代わりの

方法を検討しなかったことが原因となっております。

〔措置した内容と時期〕

　給食室で使用する調理機器の備品は異物混入防止の観点から標識を直

接貼り付けることに適していないため、図面上で備品番号が判別できるよ

う見直しを図りました。
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５　北信中学校
　③敷地フェンスに設置している防砂ネットについて
　　校庭の周囲に設置している防砂ネットは、長期間使用した結果、経年劣
化に伴い破損が著しく機能していない状況にある。

＜今後留意すべき点＞
　周辺住民の生活環境に影響を及ぼす懸念もある。今後の被害や苦情が
寄せられる前に防砂ネットを張り替える等対処することが望まれる。

対象部局等
教育委員会
教育施設管理課

講じた措置の内容

令和７年７月１０日現在

包括外部監査の結果に係る措置通知書

様式１

指摘等の内容

〔当該事項が発生した原因〕

　校庭の砂飛散防止のため防砂ネットを設置しているが、現状のまま使用

しています。

〔措置した内容と時期〕

　令和７年１月に補修をいたしました。
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